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今号の内容
欧州戦術核兵器問題
　● NATO10か国が「透明性向上」を提案
　　＜資料＞10か国「ノンペーパー」（全訳）
　● 撤去反対国は少数派－NGO調査
　　＜資料＞報告書「結果と勧告」

米国が「Zマシン」核実験
　　＜資料＞NNSA発表／広島、長崎市長の抗議文

【連載】被爆地の一角から（55）
「六ヶ所再処理工場は閉鎖を」  土山秀夫

ベルギーなど10か国、
透明性向上へ具体的措置を提案

―その実現には困難も
　11年4月15日、ポーランド、ノルウェーなど10か国が、欧州戦術核兵器に関する透明性向
上と信頼醸成のための措置に関する非公式提案（ノンペーパー）をNATO事務総長に提出
した。「ノンペーパー」はNATOとロシアがNATOロシア理事会において、戦術核兵器の数、
存在場所、指揮体制、作戦態勢及び貯蔵の保安状況等に関する情報交換を標準的な報告様
式を用いて行うことなどを提案している。これはNATO内で広まりつつある米戦術核撤去
を巡る議論を前進させるためのものである。
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10か国「ノンペーパー」提案
　NATOは2012年の首脳会談に向けて「防衛・抑
止態勢の見直し」（DDPR）を進めている。これは
10年11月20日のリスボン首脳会議において採
択された新「戦術概念」1を次の4つの課題におい
て具体化することを目的とするものである。1）
NATOが直面する脅威、2）同盟の戦略任務、3）適
切な核・非核混合戦力、4）軍備管理・軍縮政策。
　上記4課題の3）には、現在5か国（ベルギー、ド
イツ、イタリア、オランダ、トルコ）に配備されて
いる推定150～200発2の米戦術核兵器の撤去あ
るいは存続に関する本格的な検討が含まれるで
あろう。DPPRは米ロ2国間の戦術核兵器削減を
巡る議論と相互に影響を与え合いながら進行す
るものと思われる。
　ベルリンにおけるNATO外相会合3の第2日
目 に あ た る11年4月15日、ポ ー ラ ン ド、ノ ル
ウェー、ドイツ、オランダのNATO大使は、他の6
か国―ベルギー、チェコ、ハンガリー、アイスラ
ンド、ルクセンブルグ、スロベニア―の大使の賛
同署名を添えて、NATO事務総長に対して「欧州
戦術核兵器に関する透明性と信頼向上」に関す

る非公式提案（ノンペーパー、4月14日付け）を
提出した。（2ページ「資料」に全訳）。
　「ノンペーパー」は、「NATOにおける核兵器の
役割と、より広範な軍縮課題におけるNATOの役
割を巡る議論に貢献」することを目的に、欧州戦
術核の「数、存在場所、指揮体制、作戦態勢及び貯
蔵の保安状況」に関する透明性を向上させるた
め、次の7項目の具体的提案を行っている。
　1．一義的な枠組みとしての NATOロシア理事
会の活用／2．NATOとロシアの間での情報交換

欧州
戦術核兵器
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／3．NATOとロシアによる標準報告様式の合意
／4．戦術核兵器の移動に関する事前告知／5．
軍幹部の相互訪問／6．第1段階としての91、92
年「大統領核イニシャティブ」による削減結果の
公表／7．NATO理事会セミナーの開催。
　「ノンペーパー」は欧州戦術核の撤去、維持に
関する10か国の考え方を直接明らかにするこ
とはしていない。しかし、10か国のうちの5か国

（ドイツ、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、
ノルウェー、ポーランド）はすでに戦術核撤去を
さまざまな形で求めてきた。今回の提案は、撤去
議論を前に進めるための不可欠な論理的ステッ
プとして透明性の向上が必要であるとの認識か
ら、賛同を広げてなされたものと思われる。　
10か国の中にかつてワルシャワ条約機構に属

していたポーランド、ハンガリーと旧ユーゴと
して同機構に属していたスロベニアが含まれて
いることも注目される。「ノンペーパー」も言及
しているように、この提案は「新START条約」調
印直後に発せられた外相共同声明として明らか
にされた「ノルウェー・ポーランドイニシャティ
ブ」4に基礎をおいている。同共同声明は、戦術核
削減に関する多国間もしくは二国間の取組みが

「核兵器のない世界」という目標達成に不可欠で
あり、そのためには「透明性と信頼醸成を含む段
階的な措置」が必要であることを訴えるもので
あった。

【資料】戦術核兵器※に関する透明
性向上と信頼醸成に関するノン･
ペーパー

ポーランド、ノルウェー、ドイツ、
オランダ

（賛同）ベルギー、チェコ、ハンガ
リー、アイスランド、ルクセンブル
グ、スロベニア

2011年4月14日

　新START条約発効を受け、また「リ
スボン精神」に立って、我々ポーラン
ド、ノルウェー、ドイツ及びオランダ
は、欧州の戦術核に関する透明性、相
互の信用及び信頼を形成する方法に
関する、NATOとロシアとの間のより
系統的な対話に貢献することが期待
される一連の具体的提案を熟議した。
NATOとロシア連邦の戦略ドクトリ
ンにおける戦術核兵器の役割に関し
て共通の理解を持つことは、これら兵
器の更なる削減と究極的な廃絶のた
めに必要とされる信頼醸成にとって
重要である。

　2010年4月 の ポ ー ラ ン ド・ノ ル
ウェー提案を基礎とする本ノンペー
パーの目的も同提案と同じく、NATO
の「防衛・抑止態勢の見直し」及び新設
された「NATO大量破壊兵器管理・軍
縮委員会」に問題を提起することにあ
る。より一般的には、ここに示す考え
方はNATOにおける核兵器の役割と、
より広範な軍縮課題におけるNATO
の役割を巡る議論に貢献するもので
なければならない。同盟国間の協議は
NATOロシア理事会の枠組みへのロ
シアの関与を促進するであろう。

　欧州には依然として相当数の戦術
核兵器が配備されている。兵器の数、
存在場所、指揮体制、作戦態勢及び貯

蔵の保安状況に関する透明性を向上
させる必要がある。透明性の欠如は不
安定の原因となり、これらの兵器に
よってもたらされる拡散リスクを増
大させる。我々は何よりもまず透明
性と信頼醸成の重要性を強調する。そ
れが具体的な削減の道を開くと我々
は考える。この削減は一方的に追求さ
れるものであってはならず、大西洋を
超えた紐帯を弱体化するものであっ
てはならない。NATO戦術核兵器をい
かなる軍備管理プロセスの対象とす
るときにも、同盟内部の協議が行われ
なければならない。さらに当該プロセ
スは同盟内の安全保障の不可分性と
NATOとロシア連邦の間の相互主義
を基礎とするものでなくてはならな
い。

※このノンペーパーの目的におい
て、戦術核兵器（TNWs）とは、一般
に短距離および/もしくは戦術核
兵器と呼ばれるすべての核兵器
のことを指す。

欧州戦術核兵器に関する透明性
向上と信頼醸成に関する提案

1．我々は、NATOロシア評議会を、欧
州の戦術核兵器に関する透明性と信
頼醸成の努力の一義的な枠組みとし
て活用することを奨励する。

2．NATO及びロシア連邦は、戦術核兵
器に関する情報交換を行うべきであ
る。情報交換は、その数の申告に始ま
り、引きつづいて存在場所、作戦態勢
及び指揮体制、さらには弾頭の保安レ
ベルにまで及ぶべきである。NATOロ
シア理事会「防衛透明性、戦略及び変
革作業部会」がこのプロセスに関与す
るべきである。

　1991年から92年の「大統領核イニ
シャティブ」の履行に関する情報交
換の場として1999年まで活用された
NATOロシア常設合同評議会の経験
を活かすことができよう。

3．NATO及びロシア連邦は、保有する
戦術核兵器に関する標準報告様式へ
の合意を追求することができよう。

4．信頼と信用を醸成する目的をもっ
て、NATO及びロシア連邦は、自発性
と誠実さを基礎として、戦術核兵器
の如何なる移動の計画に関しても、
NATOロシア評議会内において検討
し、告知するべきである。

5．NATOとロシア連邦は、軍幹部によ
る相互訪問を考慮するべきである。

6．欧州戦術核兵器の漸進的な削減の
条件及び要件に関する情報交換は、透
明性を向上させるプロセスの一部と
して開始させることができよう。最初
の段階においては、1991、2年の大統
領イニシャティブの結果、撤去されあ
るいは保管状態とされた兵器の数を
明らかにすることが有益であろう。

7．我々は、戦術核兵器の役割に特別
に焦点をあてた、NATOロシア理事会
セミナーの開催を提案する。同セミ
ナーは2012年第1四半期にポーラン
ドで開催することができる。

（訳：ピースデポ）

www.fas.org/programs/ssp/nukes/
nuclearweapons/nato-nonpaper
041411.pdf
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戦術核削減の経過と問題点
　冷戦下で肥大化した戦術核兵器の大幅削減に
米国とロシア（ソ連）が系統的に取組み始めたの
が、「ノンペーパー」が言及した「1991－92大統
領核イニシャティブ」であった。その要点を表1
に示す。これは条約によらず、議会の関与しない
プロセスであったが両国首脳の間には相互了解
が存在していた。これら一連のイニシャティブ
に従い、米ロ（旧ソ）両国では広範囲にわたる、か
なりの数の戦術核兵器の撤去、廃棄が進行した。

「イニシャティブ」は検証なしに徐々に進行し
た。ロシアの場合には、後になってこのイニシャ
ティブの一部であることが結果的にわかった削
減も少なくない。10年現在の戦術核兵器保有数
は、米が200発、ロシアが2000発超と推定され
ている（表2）。
　表2に示した数値は、一部を除けば両国による
公式発表によるものではなく、NGOがさまざま
な公開情報を基礎に推定したものである（出典
は表注参照）。10年現在、米国が保有している戦
術核兵器200発は、すべて欧州に実戦配備され
た核爆弾（B61弾頭）であると考えられる。一方、
その10倍にも及ぶと思われるロシアの戦術核
の数、種類、作戦状態、配備・保管場所は不明の部
分が多い。しかも、撤去された核兵器の廃棄・解
体を追跡することも難しい。ロシアの情報公開
が極めて限定されているためである。

議論に新局面開かれるか?
　「ノンペーパー」は、米ロ両国に共通する透明

性の欠如（米国も欧州戦術核に関する情報を公
開していない）という現実を踏まえて、戦術核兵
器に関する情報を相互に交換することが、戦術
核兵器問題の次の段階を考えるための不可欠の
前提であると主張している。前記「大統領イニ
シャティブ」の結果の交換をその第1歩とするこ
とも提案されている（第6節）。「ロシア戦術核の
透明性向上」の要求は、10年11月の「戦略概念」
にも示されたNATOの方針である。これを、具体
的措置を伴う相互主義的プロセスとして提案し
た10か国の提案によって、NATO内部、NATO対
ロシア関係の2つの局面において議論に新しい
局面を開かれることを期待したい。次の記事（4
ページ）に示した各国の見解を見れば、10か国
提案がNATO加盟国に受け入れられてゆく可能
性は充分にある。
　一方では「大統領イニシャティブ」が、必要性
に迫られた、検証を伴わない一方的措置であっ
たが故に戦術核兵器の大幅削減につながった
という現実を見落としてはならないであろう。
NATO及びロシアが10か国の提案するような透
明性向上と相互主義的措置の実行に過度に拘泥
すれば、戦術核兵器削減は入り口で足踏みして
しまうというリスクもある。
　また、ロシアが通常戦力における著しい劣勢
を補うために戦術核に依存しているという側
面にも注目する必要がある。11年3月1日のジュ
ネーブ軍縮会議（CD）全体会合において、セルゲ
イ・ラブロフ外相は、ミサイル防衛を含む通常戦
力問題を無視して「グローバル・ゼロ」は達成で
きないとし、「これらの問題は、戦術核兵器の削
減の見通しに関する議論にあたって考慮されな
ければならない」と従来からの主張を繰り返し
た6。この主張は、対米交渉を有利に運びたいと
いう意図の下でなされたものではある。しかし

「核兵器のない世界とは、たんに現在の世界から

【表1】91―92「大統領イニシャティブ」5

ブッシュ大統領、クリントン大統領1） ゴルバチョフ大統領、エリツィン大統領2）

陸軍 ・ミサイル、砲弾―全て廃棄。
・地雷廃棄を提案（米は既に撤
去）。

・ミサイル、砲弾、地雷―すべて
廃棄
・地雷廃棄を確認。

海軍 ・洋上艦、潜水艦、地上配備航空
機から全て撤去。
・多数を廃棄―残余を中央保管。
・ソ連に同じ措置を提案。
・洋上艦隊の核能力を撤去。
・潜水艦発射巡航ミサイル
（SLCM）は保持。

・水上艦、潜水艦、地上配備航空
機から全て撤去。
・一部を廃棄―残余を中央保管。
・米国が同意すれば全て廃棄。
・3分の1を廃棄。

空軍 ・韓国から撤去。
・多数を廃棄―残余を中央保管。
・ソ連に同様な措置を提案。
・欧州の兵器及び核/非核両用航
空機（DCA）を保持。

・米国が同様の措置に同意すれ
ば集中保管場所に移送。
・2分の1を廃棄。
・上記移送を再提案。

対空
防衛 ・ソ連に全面廃棄を提案。（米国

はすでに配備していない）。

・作戦部隊から全てを撤去3）。
・一部を廃棄―残余を中央保管。
・2分の1を廃棄。

表注：1）ブッシュ大統領「米核戦力削減の新イニシャティブ」、国務省通達、第
2巻39号（91年9月30日。国防総省「国防総省の見直しによる核戦力削
減」「核態勢見直し」ブリーフィングに伴う記者発表（94年9月22日）。

2）「核軍備管理に関するゴルバチョフ提案」（テレビ放送、91年10月5
日）。エリツィン大統領の軍縮声明（テレビ放送、92年1月29日）。「ボ
リス・エリツィンの軍備管理声明」（ITARタス、92年1月29日）。

3）表2の2010年欄にあるように、撤去は未だ完了していない。

【表2】米ロ戦術核兵器数（作戦配備）の推移（推定）
1991年1) 2001年2) 2010年3）

米国
内訳 陸軍/海兵隊 3,040 0 0 

海軍 1,150 
320

(SLCM3）
0 

空軍 2,975 
1,350

（B61爆弾）
200 

対空防衛 0 0 0 
　　　　  計 7,165 1,670 200 

ロシア
内訳 地上軍 4,800～6,700 0 0 

海軍 3,400～5,000 850 590 
空軍 4,000～7,000 1,540 800 
対空防衛 2,800～3,000 1,200 698 

              計 15,000～21,700 3,590 2,088 
表注：　1）R・ノリス、W・アーキン「米国の備蓄核兵器」（「ブレティン・オブ・ジ・

アトミックサイエンティスツ」1992年6月）他。
2）H・クリステンセン、J・ハンドラー「SIPRI年鑑2001」、付録6A。
3）R・ノリス、H・クリステンセン「欧州の米戦術核兵器  2011」（ブレティ

ン・オブ・ジ・アトミックサイエンティスツ」（11年1・2月）、H・クリス
テンセン、R・ノリス「ロシアの核戦力  2011」（同、11年3・4月）
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核兵器を取り去った世界ではない」という考え
に立つ時、NATO・DDPRの「核・非核混合戦力」が、
米NPRのように核削減の代替に通常戦力を強化
するものであれば、「10か国提案」の目標そのも
のが遠ざかることになる。（田巻一彦）

注
1　本誌367-8号（10年1月15日）に抜粋約と論評。
2　本誌358-9号（10年9月1日）・図説。
3　www.nato.int/cps/en/natolive/events_72278.htm

主要議題は対リビア作戦、テロ対策であった。　
4　www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/

Sikkerhetspol/Norsk_polsk%20uttalelse%20
om%20nedrustning%20i%20Europa.pdf

5　ジョシュ・ハンドラー「1991年9月の大統領核イ
ニシャティブと戦術核兵器の撤去、保管及び保
安」（国連軍縮研究所刊「戦術核兵器－管理の時」

（02年11月）所収）より訳出。www.unidir.org/pdf/
ouvrages/pdf-1-92-9045-143-2-en.pdf

6　www.reachingcriticalwill.org/political/cd/2011/
statements/part1/1March_Russia.pdf

　11年3月、オランダの反核平和団体「IKV－パ
クス・クリスティ」は「戦術核撤去問題―欧州戦
術核の将来に関するNATO諸国の見解」1と題す
る興味深い報告書を発表した。同団体は「オラン
ダ教会平和協議会（IKV）」とカトリックの平和組
織「パクス・クリスティ・オランダ」の合同組織で
ある。
　NATOの「防衛・抑止態勢の見直し」（DDPR）が、
欧州配備の米戦術核兵器（TNW）に関して「核
兵器のない世界」の目標に合致する結論を導く
ことを願う同団体は、昨年7月から12月にかけ
て28のNATO全加盟国代表部の担当者と面談
し、TNW問題についての見解の聞き取り調査を
行った。面談は発言者を特定しない形で結果を
公表することについて予め同意を得た上で、い
くつかの国については複数回、行われた。
　聞き取りで得られた回答は、必ずしも各国の
公式政策を代弁するものではない。また回答に
はしばしばいくつかの留保条件が付け加えられ
ている。したがって、下記に示す分類はあくまで
も対話の中で浮かび上がった各国担当者の見解
を、調査者なりに整理したものであり、区分の境
界は相対的なものである。

大半が戦術核撤去に好意的
　報告書の「調査結果とNATO加盟国への勧告」
部分の全訳を次ページ資料に示す。
　調査結果はきわめて興味深いものであった。
全加盟国のうち米国を含む10か国がTNW撤去
を「積極的に支持」し、14か国が撤去に「反対し
ない」と答えた。前記のように2つのグループの
境界は相対的なものである。報告書は2つのグ
ループの国名を詳細に挙げていないのはこのよ
うな事情を反映しているものと思われる。一方

NATO加盟国の大半、戦術核撤去に反対せず
―NGOの「聞き取り調査」で明らかに

「撤去反対」を明確にしたのは、3か国のみであっ
た。報告書はこの3か国については「フランス、
ポーランド、リトアニア」と国名を明示してい
る。
　撤去を「積極的に支持」、もしくは「反対しな
い」国々は、TNWが、かつてはNATOの結束を象
徴する政治的意義を持っていたことを認めつ
つ、それらは、新時代の安全保障上ニーズに照
らせば「時代遅れの過剰戦力」であると考えて
いる。また、撤去が一方的措置として行われる
のではなく、ロシアの相互主義的措置（例えば、
TNWの削減やNATOの領域から離れた場所への
移動など）を伴う必要があるという点でこれら
の国々の見解はほぼ一致している。多くの国は
TNW撤去がNATOの大西洋を越えた紐帯の弱体
化につながってはならず、より「実用的で目に見
えやすい」同盟結束のための措置で置き換えら
れる必要があると答えた。

フランスの特異な位置
　撤去反対を表明した3か国の中におけるフラ
ンスの位置は特異である。66年以来NATO軍事
機構から脱退していたフランスは、09年に復帰
したものの、核兵器問題を議論する「核計画グ
ループ（NPG）」には参加していない。10年11月
のNATO「戦略概念」は、英仏の核抑止力の自立
性を認めた上で、それらは、「同盟全体の抑止力
に貢献する」とした。このことに現れているよう
にフランスの核抑止力における自立志向は極め
て強い。また同国は09年9月の国連安保理「核軍
縮・不拡散サミット」において「核兵器のない世
界」ビジョン自体に懐疑を投げかけた唯一の国
であった2。報告書はフランスのこのような基本
姿勢が、NATOが戦術核撤退を決定しようとす
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るときの阻害要因となる可能性を指摘し、TNW
撤去後にあっても「フランスの自立的な核能力
とその役割は不変である」ことを保証する必要
があると結論づけた。一方、同じく「反対」を表明
したリトアニアは近接するロシアのTNWに対
する警戒を理由にあげている。しかしロシアが
前記のような相互主義的措置をとれば、その懸
念は相当和らぐであろうと報告書は予測してい
る。ハンガリーについては、同国が核軍縮自体に
は積極的であることを考慮すれば、その姿勢は
今後変化する可能性があると報告書は述べてい
る。（筆者注：同国は前記事で紹介した「10か国ノ
ンペーパー」に連名している）。

撤退実現のプロセス
　調査によって浮かび上がったのは、「現在の戦
術核配備をそのまま継続することに対する同盟
国の支持は、極めて低い」（報告書）という事実で
ある。この事実を踏まえて報告書は、NATOが、ロ
シアととともに安全保障態勢を「新しい現実に

合致するように」修正し、その中でTNW問題を
検討する必要性を強調した（28ページ「結論」）。
この認識に立って、報告書はNATO加盟国が米国
に対して「TNWを全て本国に移動させるという
提案を持ってロシアにアプローチするよう」求
めることを勧告した。（田巻一彦）

注
1　www.nonukes.nl/media/files/withdrawal-issues-

report-nospread.pdf
2　本誌338号（09年10月16日）にサルコジ大統領発

言の抜粋。

【資料】核兵器撤去問題
    ―欧州戦術核の将来に関する    
            NATO諸国の見解

ⅰ　調査結果と勧告
　本節には、NATO司令部スタッフ及
び全加盟国代表部への聞き取り調査
の結果と、それに基づく勧告を要約す
る。

調査結果
1　NATO内には、欧州に配備された
戦術核兵器（TNW）の撤去を求める政
治的意思が充分に存在する。

a. NATO加盟国の半分にあたる14
か国がTNW配備の終結を積極的に
支持している。
b. さらに10か国が配備終結の決定
に反対しないと述べている。
c. 配備終結に反対しているのは、わ
ずか3か国である。

2　各国の立場を正確に定式化するこ
とは容易ではない。

a. NATOへの加盟継続とTNWに対
する姿勢に明確な相関は無い。
b.同様にロシアに近接しているか
否かによって、TNWに対する立場
を解釈することもできない。
c.核分担にきわめて積極的に関与
している国の中では、TNW配備の
終結を望む国が多数派である。

3　多くの国がTNW配備の終結を求
める理由は、それが時代遅れであり、
むしろより実用的な責任分担と同盟
の結束を目に見える形で表現するほ
うが望ましいと考えていることにあ

る。
a.28の加盟国の半数が、TNWは政
治的に余計で時代遅れであると信
じている。
b.多くの国がTNWは歴史的に「同
盟を結束させるための接着剤」で
あったと認識している。今では多
くの国が「より実用的な」形態の責
任分担、もしくは「より目に見えや
すい」形態の同盟の結束が望まし
いと考えている。
c. 文献でしばしば言及されている
安全性への懸念は、NATO加盟国に
共有されていない。

4　複数の国々が、TNWの撤去が可能
になるためには、同盟の結束、ロシア
の相互主義的措置の有無、そしてフラ
ンスの抵抗という3つの阻害要因が
解決されるべきであると考えている。

a.核分担の解消が、大西洋を挟んだ
協力の弱体化につながってはなら
ない。それは別の形態の責任分担と
目に見える同盟の結束によって代
替されなければならない。
b.ロシアの相互主義的措置が必須
の前提であると考える国は6か国
であった。さらに11か国がロシア
の相互主義的措置が「望ましい」ま
たは「歓迎される」と答えた。ある国
はNATOとロシアの戦術核を関係
づけるべきではないと答えた。
c.10か国がフランスの抵抗が最大
の障害であるとした。聞き取りでは
それを解決するためのアイデアは
示されなかった。

5　TNWの将来を決定するプロセス

は現在袋小路に入っている。NATO
「戦略概念」は、TNWのない欧州に向
けてまず追求するべきはロシアが相
互主義的措置に合意することだと
述べている。しかしロシアは、米国が
TNWを本国に持ち帰るまでは、協議
に応じないとしている。この袋小路か
ら脱するためには多様な分野におけ
る多様な主体による思慮深い計画が
必要である。

NATO加盟国への勧告
1　相互主義という袋小路を打破する
ために、もしロシア側に2011年と12
年に行われる包括的軍縮交渉の中で
TNW問題を議論する意思があるなら
ば、NATOは米国に対してTNWを全て
本国に移動させるという提案を持っ
てロシアにアプローチするよう求め
るべきである。我々は、米国への要請
は核計画グループ（NPG）において行
われるべきであると信じる。
2　「防衛・抑止態勢の見直し」の策定
に先立つNATO加盟国間の協議のプ
ロセスにおいて、すべての加盟国が
NATOの結束と大西洋を越えた協力
の維持に関する懸念と提案を持ちよ
る特別協議ラウンドが計画されるべ
きである。
3　TNW撤去後にあっても、フランス
の自立的な核能力とその役割は不変
であることへの保証が特段に強調さ
れるべきである。

（訳：ピースデポ）
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【資料3】 広島市、長崎市の抗議文

＜広島市＞
米国による新たなタイプの核実験に対
する抗議文

　本市は、世界の人々に、被爆者の辛く
悲しい体験をきちんと理解し、その上で
核兵器廃絶に向けた強い思いを持って
いただくよう様々な取組を行ってきた。
そうした中、今月になって、貴国が、昨年
11月と今年3月の2回、ニューメキシコ
州の研究施設で新たなタイプの核実験
を実施したことを公表した。
　核爆発を伴わないとはいえ、今回の行
為は貴国が今後も核兵器を持ち続ける
意志を表したものとも受け取れる行為
である。核実験を実施した事実を何ヶ月
も後に発 表したことも含め、被爆者を

はじめ核兵器廃絶を求める多くの人々
の願いに背くとともに、疑念をいだかせ
る行為であり、断じて許すことはできな
い。被爆地ヒロシマを代表して厳重に抗
議する。
　貴国には、実際に原爆を体験した被爆
者の辛く悲しい体験や平和への思いを
深く理解していただき、一日も早い核兵
器廃絶の実現に向けて努力されるよう
強く求める。

2011年5月23日
広島市長　松井　一實

＜長崎市＞
アメリカ合衆国新型の核性能実験への
抗議　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　  長崎市長　田上　富久

長崎市議会議長　中村　照夫

　先日、貴国がニューメキシコ州サン
ディア国立研究所において、昨年11月
と今年3月に新型の核性能実験を実施し
ていたとの報道に接しました。
　貴国が昨年9月の臨界前核実験に引き
続き、新たな核兵器開発につながる恐れ
のある核実験を実施していたことは、核
兵器のない世界をめざす国際社会の努
力を踏みにじるものであり、被爆地長崎
市民を代表し、厳重に抗議します。
　今回の核実験は「核兵器のない世界」
を目指すとした貴国のリーダーシップ
に対する被爆者をはじめ世界の多くの
人々の期待を裏切るものであります。
　貴国におかれましては、誠実に核軍縮
に取り組み、一日も早い「核兵器のない
世界」の実現のために、主導的役割を果

たされるよう強く求めます。　　　　　
　　　　　　　　2011年5月23日

【資料2】2回目のZマシン・プルト
ニウム材料試験、安全裡に実施

2011年5月11日  NNSAプレス発表

ニューメキシコ州アルバカーキ発
　NNSAは本日、サンデイアおよびロス
アラモス両国立研究所の研究チームが、
サンデイアのZマシンを用いて、超高圧・
超高温下でのプルトニウムの材料特性
を探る実験を完了したと発表した。これ
は最近6カ月で2度目の実験である。得
られた情報は、備蓄核兵器の安全、安心、
及び有効性を保持するために用いられ
る。
　地上最高の出力及び効率を持つ実験
用放射線源であるZマシンは、年に200
回のパルス・ショット、つまり実験を行
うことができる。プルトニウムを用いた
実験は、より注意が必要であり、頻度は
比較的低い。

　3月31日の実験は、2007年に電気エ
ネルギーの出力を1800万アンペアから
2600万アンペアへ増強したZマシンの
大規模改修の以前からサンデイアで行
なわれていた研究の継続である。これ
は、Zマシン研究者が、核兵器や、惑星、星
の中心部の状態を再現しそこに置かれ
た物質のデータを収集することを可能
とする。

（略）
　「Zマシンによるプルトニウム材料の
性質を探る2回目の実験の成功は、地下
核実験をせずに備蓄核兵器の安全、保
安、および有効性を維持するというオバ
マ大統領の核セキュリテイ・アジェンダ
の履行の助けになるものだ」とNNSA国
防プログラム担当副局長のドナルド・
クックは話した。
　サンディア研究所パルス・パワー計画
ディレクターのキース・マッツェンは次
のように話した。「改造されたZマシン施

設での昨年11月の最初のプルトニウム
実験で得られた教訓を適用することに
よって、我々は、この2回目の実験に向
けて運転効率を大幅に向上させ、高品質
で、任務遂行に必須なデータを安全に提
供した」、「Zチームを再度、非常に誇りに
思う」。

（略）
　サンディア安全管理部長であり、元宇
宙飛行士のシド・グティエレスは、「我々
がしたことは、環境を守りながら、安全、
かつ効率的に任務を遂行するという目
標にそって、統合チームとして仕事をす
ることであった」と話している。
　同マシンは、2600万アンペアの電流
によって、最高350テラワットのX線放
射に達し、2.7メガジュールのピークX線
出力と地球の中心よりも高い圧力を発
生させる。

（以下略）
（訳：ピースデポ）

 米国、「Ｚマシン」による新タイプの核実験
―広島、長崎両市長は抗議文

　5月11日、米エネルギー省国家核安全保障管理局（NNSA)は、世界最強のエックス線発生装置
「Zマシン」で、プルトニウムを使った新たなタイプの核兵器実験を実施したと発表した（資料
2）。昨年の発表文（資料1）と広島、長崎両市長の抗議文（資料3）と合わせて掲載する。

【資料1】Zマシン、NNSAのための
材料実験に成功

2010年11月22日  NNSAプレス発表　
　　　　　　　　　　　　
 ワシントンD.C.発
　本日、NNSAは、サンディア国立研究所
が、11月18日にロスアラモス国立研究
所と共同で、Zマシンによるプルトニウ

ム特性に関する実験に成功したと発表
した。4年ぶりのプルトニウムZマシン
実験である。（略）
　この実験は、電気エネルギーの出力を
増大させるためのZマシン大規模改修の
前から、サンディアで実施されていた研
究の継続である。
　備蓄兵器管理副局長補佐のクリス・
デーニイ博士は、「これは、我々がネバダ

で行っている備蓄核兵器管理計画の仕
事を補うために必要な測定を安全に行
う能力を開発するために、研究所、地域
のハイテク産業、そしてとNNSAが協力
し合った偉大なお手本だ」と語った。

（以下略）

（訳：ピースデポ）
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特別連載エッセー●55
つちやま　ひでお
1925年、長崎市生まれ。長崎で入市被爆。病理学。88年～92年長崎大学
長。過去4回開かれた核兵器廃絶地球市民集会ナガサキの前実行委員長。
2010年12月、長崎市名誉市民に。 （題字も）

　菅直人首相は去る5月25日、パリで開か
れた経済協力開発機構（OECD）における
講演で、日本はエネルギー基本計画を白紙
から見直し、原子力エネルギー、化石エネ
ルギーに加え、自然エネルギーと省エネル
ギーという二つの柱を育てる決意を表明
した。そして発電量に占める自然エネル
ギーの割合を一挙に20%に高める時期を、
これまでの2030年から2020年代のできる
だけ早い時期に前倒しする目標を示した。
　今回の東京電力福島第一原子力発電所
の事故を受けて、自民党政権時代の政策
を大幅に改変しようとする意志の表れで
あろう。ただそうした目標を達成するため
には、幾つもの克服すべき問題点が存在す
ることもまた事実であろう。例えばその際
どうしても提言しておきたいのは、青森県
六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場の
在り方についてである。
　この問題については、かつて05年5月、そ
の年のNPT再検討会議の開催に当たって、
ノーベル賞受賞者ら米国の27人の専門家
が署名した「憂慮する科学者同盟」（UCS）
の声明文が出されている。声明では「運転
が始まれば、六ヶ所再処理工場は、核兵器
を持っていない国における初めての商業
規模の再処理工場となる」と位置付けた上
で、05年12月からアクティブ試験を始め、
07年に商業運転に入る計画の再処理工場
は、年間8トンのプルトニウムを分離する
能力を持つようになること、この生産が全
く必要のないものである証拠は、日本がす
でに、国内と欧州に預けてあるものを合わ
せれば、40トン以上のプルトニウム（原爆
5000発を作るに十分な量）を持っている
事実が示していることを指摘。工場の運転
が開始されれば、それは、核兵器の取得を
追及している国々に「日本の例」という口
実を与え、世界的核拡散のリスクを招くこ
とを考えれば、核兵器がもたらす悲惨さに
ついて熟知している日本政府に対し、六ヶ
所再処理工場の運転を無期限に延期する

という勇気ある決定を下すよう求めたい、
と結ばれていた。
　この声明に呼応して、世界各国の著名人
77名による賛同要請文が日本政府あてに
提出された。しかし当時の日本政府はこれ
を無視して、06年には再処理工場の試運転
に着手したのだった。ところがその後の推
移はどうであったか。再処理最終工程であ
る高レベル廃棄物のガラス固化体を作る
ガラス溶融炉でトラブルが頻発し、その度
に完成は延期を繰り返した。ようやく昨年
10月には完成予定とされていたが、これま
た不具合が生じ、完成は2012年10月まで
2年延期されるに至った。1989年の事業申
請から何と18回目の延期であり、欠陥工場
の烙印を押されたとしても致し方あるま
い。
　筆者は他誌の論文において、自民党政府
が国策の名の下に、圧倒的なエネルギー予
算の配分や研究助成を原発関連分野に注
いできたこれまでの政策を改め、大幅に再
生可能エネルギー分野に振り向けること
によって、その開発や技術革新を促進さ
せる必要があると考えていること、また再
生可能エネルギーによる電力の全電力に
占める比率に応じて、段階的に原発を縮小
し、最終的にはゼロを目指すべきであるこ
とを論じている。つまり漠然と再生エネル
ギーによる発電割合の増加を期待するの
ではなく、たとえ長期間を要するとして
も、国の方針として原発離脱を決意するか
否かが問われているからである。ドイツは
今年の6月、遅くとも2022年までに、電力
供給の約23%を担っている原子力発電か
ら脱却する方針を固めているではないか。
　このことと不可分の関係にある再処理
工場について、福島原発事故の痛ましい教
訓を生かすためにも、また日本の核武装と
いうあらぬ疑惑を払拭するためにも、われ
われは改めて六ヶ所村の同工場の閉鎖を
強く迫るべきではなかろうか。
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宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（6 桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：
会員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願
います。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購
読の更新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたし
ますが、入会を歓迎します。

次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。
田巻一彦（ピースデポ）、塚田晋一郎（ピースデポ）、湯浅一郎

（ピースデポ）、朝倉真知子、阿部恵美子、岡本高明、塚田夢
笙、津留佐和子、中村和子、丸山淳一、吉田遼、土山秀夫、梅
林宏道

書: 秦莞二郎

日 誌
2011.5.21～6.5
作成：塚田晋一郎、阿部恵美子

今号の略語
CD＝ジュネーブ軍縮会議
DDPR＝（NATO）防衛・抑止態勢の見直し
IKV＝オランダ教会平和協議会
NATO＝北大西洋条約機構
NNSA＝（米）国家核安全保障管理局
NPG＝（NATO）核計画グループ
OECD＝経済協力開発機構
TNW＝戦術核兵器

DOD＝（米）国防総省／GAO＝（米）政府説明責
任局／MD＝ミサイル防衛／START＝戦略兵器
削減条約／WMD＝大量破壊兵器／2プラス2＝
日米安全保障協議委員会

●5月22日　イランのバヒディ国防軍需相、
新型ミサイル「ギヤム1」を革命防衛隊に配備
したと述べる。
●5月23日　松井広島市長、田上長崎市長な
どが、米新型核実験（11日発表）への抗議文を
オバマ大統領に送付。（本号参照）
●5月24日　ゲイツ米国防長官、国防費削減
のための戦力見直しの中で、現役兵士数の縮
小も選択肢として検討する考えを示す。
●5月24日　スタインバーグ米国務副長官、
北朝鮮、イラン、シリアのWMD開発に関与し
た6か国の16企業・個人への追加制裁を発表。
●5月24日　湯崎広島県知事、「国際平和拠点
ひろしま構想」策定委員会の発足を発表。委
員はペリー元米国防長官、エバンス元豪外相
ら9名。座長は明石元国連事務次長。
●5月24日　日本非核宣言自治体協議会の総
会、長崎市で開催。核兵器の非人道性をこれ
まで以上に強く訴える決議を採択。
●5月26日　オバマ米大統領とメドベージェ
フ・ロ大統領、仏・ドービルで会談。MDに関す
る協議は進展なし。
●5月27日　G8首脳サミット、フランスの
ドービルで、日本への復興支援の維持、北朝
鮮の核・ミサイル計画の放棄への要請などの
内容の宣言を採択し、閉幕（26日～）。
●5月28日　オバマ米大統領、ワルシャワで
ポーランドのコモロフスキ大統領らと会談。
同国へのSM3の配備を確認。
●5月31日　北朝鮮などへの安保理制裁の
履行や核軍縮・不拡散に関する会合、ニュー
ヨークで日本、トルコ、ポーランドの共催で
開催。62か国の外交官ら約150人が出席。
●6月1日　DOD、新STARTに基づき米ロが交
換した2月時点の戦略核弾頭数などの情報を
公表。ロ配備数は1537で、18年までの達成義
務の1550を下回る。米配備数は1800。
●6月3日　北沢防衛相、シンガポールでゲイ

ツ米国防長官と会談。MDで共同開発中のミ
サイル「SM3ブロック2A」の、米から第三国へ
の輸出を容認する考えを表明。
●6月4日　ゲイツ米国防長官、シンガポール
に米新型艦艇「沿海域戦闘艦」（LCS）を配備す
ることを明らかに。

沖縄
●5月23日　沖縄政策協議会・米軍基地負担
軽減部会第3回会合、首相官邸で開催。2月に
仲井真知事が提出した25項目の要請に対す
る政府の具体的な回答はなし。
●5月24日　當山嘉手納町長、北沢防衛相に、
普天間飛行場の嘉手納統合案を政府として
検討しないよう求める要請書を手渡す。
●5月25日　レビン米上院軍事委員長らが、
普天間嘉手納統合案では、嘉手納の戦闘機部
隊を三沢（青森）へ移転させる案が有力と前
原前外相に伝達していたことが明らかに。
●5月25日　GAO、06年の日本政府試算など
を元に、在日米軍再編経費を算出した報告書
を米上院歳出委員会などに提出。再編全体の
予算は初期建設費のみで最低291億ドル。
●5月26日　高橋副外相、米軍人等の事件・事
故の軍事裁判や懲戒処分結果の件数を、米側
との信頼関係を理由に非公表とする考え。
●5月26日　菅首相とオバマ米大統領、仏・
ドービルで会談。普天間については昨年5月
の日米共同声明の堅持を確認。
●5月27日　那覇検察審査会、1月の米軍属に
よる交通死亡事故で、「公務中」を理由に那覇
地検が不起訴処分としたことは不当とし、起
訴相当と議決。米軍関係者では県内初。

核兵器廃絶のための新しい情報を得るオープンな場
アボリション・ジャパンML に参加を　 　 abolition-japan-subscribe@yahoogroups.jpに
メールをお送りください。本文は必要ありません。（Yahoo! グループのML に移行しました。これまで
と登録アドレスが異なりますので、ご注意ください。）

●5月28日　普天間辺野古移設に回帰した日
米共同声明から1年。稲嶺名護市長と安里宜
野湾市長、それぞれ国外移設を訴える。
●5月28日　松本外相、仲井真県知事と県庁
で会談し、6月下旬の2プラス2で普天間代替
施設の位置、工法など決定すると伝える。
●5月29日　安里宜野湾市長、米垂直離着陸
機MV22オスプレイの普天間配備計画に関
し、受け入れ拒否の姿勢示す。
●5月31日付　米政府が、オスプレイの12年
10月普天間配備の方針を日本政府へ非公式
に伝達していたことが判明。
●6月1日付　米軍の読谷村トリイ通信施設
内での新たな施設建設計画が明らかに。14年
4月着工、敷地面積約8千坪を予定。
●6月2日　災害時住民基地内立ち入りで、宜
野湾市が外務省沖縄事務所に提出した現地
実施協定の審査が通過。
●6月3日　又吉知事公室長、普天間の県外移
設実現のため、米国での情報収集の拠点設置
のため調整する考えを示す。
●6月3日　県、2011年度末で期限切れの現
行法に代わる基地跡地利用の法制度の検討
案まとめる。基地への返還前立ち入りや、国
による原状回復徹底など盛り込む。

 イアブック 　　   表紙一新で、6月末発刊！

   「核軍縮・平和2011」 
　　　　　　　　　　    ―市民と自治体のために―
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会員価格1500円／一般価格1800円   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ともに＋送料）
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